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(57)【要約】
【課題】十分な光量や良好な配光を得ることができ、光
量のロスを防止でき、細径な先端を有する内視鏡を提供
する。
【解決手段】先端部５４は照射光を透過させる透明な透
明部材によって形成され、先端面５６の周縁には斜面部
５８が形成され、先端部５４には、挿通部６０を囲むよ
うに略円環状に配置され、ライトガイドファイバ８２が
挿入される挿入部８０が設けられている。挿入部８０の
先端には、挿入部８０に挿入されたライトガイドファイ
バ８２の先端から照射された照射光を拡散させて、先端
部５４を透過させて、また斜面部５８に入射させるレン
ズ系８４が形成されている。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射光を照射する照射部と、
　前記照射部が挿入され、挿入される前記照射部を保持する挿入部を有し、前記照射部か
ら照射された前記照射光が透過可能な透明部材で形成される透明先端部と、
　前記透明先端部の周縁に形成され、前記透明先端部の先端面に対して傾斜している斜面
部と、
　前記挿入部の先端部に形成され、前記照射部から照射された前記照射光を拡散させて、
前記斜面部と前記先端面に入射させるレンズ系と、
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記レンズ系は、前記挿入部において、前記挿入部に挿入される前記照射部の先端より
も前記先端面側に配置されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記透明先端部において、前記透明先端部の基端側から前記先端面側まで挿通している
挿通部と、
　前記挿通部に挿通している観察光学系と、
　をさらに有し、
　前記挿通部の長手中心軸方向は前記透明先端部の長手中心軸方向と一致し、前記挿通部
は前記透明先端部の中心に配置され、
　前記挿入部は前記挿通部を囲むように略円環形状または略円環形状の一部に配置され、
前記レンズ系と前記挿入部に挿入される前記照射部は、前記挿通部を挿通する前記観察光
学系を囲むように略円環形状または略円環形状の一部に配置されていることを特徴とする
請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記挿入部は、前記照射部の先端が前記レンズ系の先端側にまで挿入されることを防止
し、前記挿入部に挿入される前記照射部を前記レンズ系の基端側に配置させる防止部を有
していることを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記斜面部は、入射した前記照射光を前記透明先端部の長手中心軸方向側に偏向させる
ことを特徴とする請求項４に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記斜面部は、円弧形状を有していることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記斜面部は、直線形状を有していることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記レンズ系と前記斜面部と前記先端面は、前記斜面部と前記先端面から前記照射光を
照射する照射レンズ系であることを特徴とする請求項６または７に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば医療用や工業用など、種々の用途に使用される内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、少なくとも観察窓と照明窓に面する先端面部分が透明である材
料によって形成される被膜カバーを有する汚染防止型内視鏡が開示されている。
【０００３】
　また例えば特許文献２には、光学繊維束であるライトガイドの先端部に近接して、ライ
トガイドに導かれる光を拡散して照明する凹レンズである光学素子を備える内視鏡用拡散
照明光学系が開示されている。
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【０００４】
　また例えば特許文献３には、先端部本体の先端面の縁部分には曲面状に面取りされた面
取り部が形成されている内視鏡挿入部の先端部が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２４５７５号公報
【特許文献２】特開平６－２７３６７８号公報
【特許文献３】特開２００４－２８３４２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２に開示される内視鏡用拡散照射光学系は、光を凹レンズによって広範囲に拡
散させ、視野範囲の周辺部にまで配光を確保している。しかし照射範囲が不要に広がり、
十分な光量が確保されない。
【０００６】
　特許文献３に開示される内視鏡挿入部の先端部において、レンズの面取り部を大きくし
、面取り部に先端枠をかぶせているために、配光が低下する。配光を確保するためには、
照明光の照射範囲に面取り部が干渉しない程度にまでレンズの外径を大きくする必要があ
り、そのため先端部の径が太くなってしまう。
【０００７】
　このように視野範囲の周辺部の配光を十分確保すると、照射範囲が不要に広がり、光量
のロスがおおきくなる。また面取り部にまで配光させると、先端の径が太くなる。
【０００８】
　そのため本発明は、上記課題を鑑みて、十分な光量や良好な配光を得ることができ、光
量のロスを防止でき、細径な先端を有する内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は目的を達成するために、照射光を照射する照射部と、前記照射部が挿入され、
挿入される前記照射部を保持する挿入部を有し、前記照射部から照射された前記照射光が
透過可能な透明部材で形成される透明先端部と、前記透明先端部の周縁に形成され、前記
透明先端部の先端面に対して傾斜している斜面部と、前記挿入部の先端部に形成され、前
記照射部から照射された前記照射光を拡散させて、前記斜面部と前記先端面に入射させる
レンズ系と、を具備することを特徴とする内視鏡を提供する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、十分な光量や良好な配光を得ることができ、光量のロスを防止でき、
細径な先端を有する内視鏡を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。　
　図１乃至図５と図６Ａ，６Ｂと図７Ａ，７Ｂを参照して第１の実施形態について説明す
る。　
　図１に示すように内視鏡１には、患者の体腔内等に挿入される細長い挿入部１０と、挿
入部１０の基端と連結し、挿入部１０を操作する操作部３０が設けられている。図１に示
す内視鏡１は、例えば体腔内に照射光を照射し、体腔内を観察するのみのものである。
【００１２】
　操作部３０には、術者が把持する把持部３１と、挿入部１０の後述する湾曲部１２を湾
曲させる湾曲操作ノブ３２が設けられている。
【００１３】
　把持部３１には、ユニバーサルコード３３の基端部が連結されている。このユニバーサ
ルコード３３の先端部には、照射光を出射する光源である図示しない光源装置や、ビデオ
プロセッサなどに接続されるコネクタ部３４が連結されている。
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【００１４】
　操作部３０には、内視鏡撮影用の各種ボタン３７が設けられている。
【００１５】
　図１に示す挿入部１０は、操作部３０側から順に可撓管部（蛇管部）１１と、湾曲部１
２と、先端硬性部１３を有している。詳細には、操作部３０は、細長い可撓管部１１の基
端と連結している。可撓管部１１の先端は、湾曲部１２の基端と連結している。湾曲部１
２の先端は、先端硬性部１３の基端と連結している。
【００１６】
　可撓管部１１は、弾力性と可撓性を有し、外力によって曲がる。
【００１７】
　湾曲部１２は、湾曲操作ノブ３２が操作されることで、図１中に一点鎖線で示すように
真っ直ぐに伸びた通常の直線状態から同図中に実線または二点鎖線で示すよう湾曲状態へ
と湾曲し、上下左右方向に湾曲する。湾曲部１２が湾曲することにより、先端硬性部１３
の位置と向きが変わり、所望する観察対象物（体腔内の患部や病変部等）が観察視野（ま
たは撮像視野）内に捉えられる。
【００１８】
　図２に示すように湾曲部１２には、複数の略円筒（環状）形状の節輪４１（４１ａ，４
１ｂ，４１ｃ，４１ｄ）が内視鏡１の挿入（挿入部１０の長手軸）方向に沿って並設され
ている。隣接している（内視鏡１の挿入方向に沿って前後に位置する）節輪４１は、リベ
ットなどの枢軸によって回動可能に連結されている。このように節輪４１が互いに回動可
能に連結されることで、湾曲（回動）可能な湾曲部１２は形成される。節輪４１は、例え
ば金属などの硬質材料で形成されている。
【００１９】
　なお本実施形態において、先端側の節輪４１ｃの径は、基端側の節輪４１ｄの径に比べ
て大きい。そのため湾曲部１２には、湾曲部１２の外径から湾曲部１２の内径に向かって
狭まっている段差４３が形成される。
【００２０】
　なお最も先端硬性部１３側に位置し、節輪４１ｃと同じ径を有する節輪４１ａには、先
端硬性部１３が連結している。また最も可撓管部１１側に位置し、節輪４１ｄと同じ径を
有する節輪４１ｂには、節輪４１ｂと同じ径を有する可撓管部１１が連結している。
【００２１】
　先端硬性部１３の外径は、節輪４１の外径や可撓管部１１の外径よりも大きい。つまり
先端硬性部１３は、可撓管部１１と湾曲部１２よりも太径である。
【００２２】
　可撓管部１１と湾曲部１２と先端硬性部１３は、図２に示すように外皮チューブ４２に
よって被覆されている。この外皮チューブ４２は、ゴムなどの弾性材料で可撓管部１１と
湾曲部１２と先端硬性部１３と略同形状（例えば中空形状や円筒形状）に形成されている
。
【００２３】
　外皮チューブ４２が先端側の節輪４１ｃや先端硬性部１３を覆う部分の肉厚４２ａは外
皮チューブ４２が基端側の節輪４１ｄや可撓管部１１を覆う部分の肉厚４２ｂよりも薄い
ため、可撓管部１１や湾曲部１２や先端硬性部１３を覆う外皮チューブ４２に段差が形成
されておらず、可撓管部１１や湾曲部１２や先端硬性部１３を覆う外皮チューブ４２の外
面４２ｃは平面となっている。
【００２４】
　外皮チューブ４２は、熱可塑性エラストマー（スチレン系，オレフィン系，またはウレ
タン系等）の材質の弾性材料によって射出成形されてもよい。なお、熱可塑性エラストマ
ーの成形は、射出成形に限定されず、注型、押出し、ブロー等の各種成形方法を適用して
もよい。
【００２５】
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　図３に示すように、先端硬性部１３は、節輪４１ａと連結する例えばステンレス鋼材製
の先端枠部材５２と、先端枠部材５２の先端に配設される先端枠である先端部５４とを備
えている。
【００２６】
　先端部５４は、先端硬性部１３の一部として成形されており、照射光が透過可能な透明
な透明部材で形成されている透明先端部である。より詳細には、先端部５４は、例えばポ
リサルフォンなどの透明な樹脂であり、例えば空気を１とした場合に例えば略１．６４の
屈折率を有している。
【００２７】
　先端部５４の先端面５６の周縁には、斜面部５８が形成されている。斜面部５８は、先
端面５６に対して（先端面５６から先端部５４の外周側面に向かって）所望に傾斜し、先
端面５６に対して所望な角度を有する面取り部である。本実施形態の斜面部５８は、図３
と図５に示すように円弧（曲面）形状を有している。この斜面部５８は、斜面部５８から
照射される照射光を、後述する図６Ａに示すように先端硬性部１３（先端部５４）の長手
中心軸方向Ｌ側に偏向させ、照射光を長手中心軸方向Ｌ側に集光させる偏向部である。
【００２８】
　先端部５４には、先端部５４を含む先端硬性部１３の中心に配置され、先端硬性部１３
の基端側から先端面５６側まで挿通し、後述する観察光学系６２が挿通する挿通部６０と
、図４に示すように挿通部６０を囲むように略円環状に配置され、照射部である後述する
ライトガイドファイバ８２が挿入される挿入部８０が設けられている。先端硬性部１３の
中心に配置され、とは、挿通部６０の長手中心軸方向が先端部５４の長手中心軸方向Ｌと
一致することである。挿通部６０や挿入部８０は、中空部であり、枠体であり、先端部５
４の内面に配置される。
【００２９】
　挿通部６０には、観察光学系６２が先端硬性部１３の基端側から先端面５６側まで挿通
している。挿通部６０は、挿通部６０を挿通する観察光学系６２を保持する保持部でもあ
る。
【００３０】
　観察光学系６２は、挿通部６０によって先端硬性部１３の中心に配置されている。言い
換えると、観察光学系６２の長手中心軸方向は、長手中心軸方向Ｌと一致し、同軸に配置
される。また観察光学系６２は、挿通部６０を挿通し、湾曲部１２および可撓管部１１を
通して操作部３０に配設されている。また観察光学系６２は、操作部３０と、ユニバーサ
ルコード３３と、コネクタ部３４に挿通され、図示しない光源装置と接続する。
【００３１】
　図３に示すように観察光学系６２は、先端面５６に配置される観察窓６４と、観察窓６
４の後方に配置される撮像部６６と、撮像部６６の基端部から延出された信号線などのケ
ーブル６８を有している。
【００３２】
　撮像部６６には、所定の像面歪曲を有する対物レンズ群であるレンズ系６６ａと、ＣＣ
Ｄ等の撮像素子６６ｂと、接続回路基板６６ｃなどが含まれる。レンズ系６６ａと、撮像
素子６６ｂと、接続回路基板６６ｃは、観察窓６４から順に長手中心軸方向Ｌに沿って配
置されている。接続回路基板６６ｃには、ケーブル６８が接続している。
【００３３】
　なお対物レンズ群は、少なくとも一部が長手中心軸方向Ｌに沿って移動可能である。こ
のため、撮像素子６６ｂは、観察対象物の像の焦点を撮像素子６６ｂ上で結んだ状態で患
部の像を撮像可能である。
【００３４】
　なお、撮像素子６６ｂに代えて図示しないイメージガイドファイバの先端部を固定して
、内視鏡１を電子スコープに限らずにファイバースコープとしてもよい。
【００３５】
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　挿入部８０は、図５に示すように挿入部８０に挿入されるライトガイドファイバ８２と
略同様の径を有している。挿入部８０は、挿入部８０に挿入されるライトガイドファイバ
８２を保持する保持部でもある。つまり先端部５４は、挿入部８０によってライトガイド
ファイバ８２を保持することとなる。ライトガイドファイバ８２は、図４に示すように挿
入部８０によって観察光学系６２を囲むように略円環状に配置され、図示しない光源装置
から出射された照射光（例えば白色光）を照射する照射部である。
【００３６】
　図３乃至図５に示すように挿入部８０の先端部８０ａには、挿入部８０に挿入されたラ
イトガイドファイバ８２の先端８２ａから照射された照射光を拡散させて、先端部５４を
透過させ先端面５６の前方に照射させ、また先端部５４を透過させ斜面部５８に入射させ
るレンズ系８４が形成されている。レンズ系８４は、図３に示すように先端８２ａよりも
前方である先端面５６側に形成される。レンズ系８４は、先端部８０ａにおける先端部５
４の内周面５４ａである。
【００３７】
　言い換えると、先端部５４において、挿入部８０に挿入されるライトガイドファイバ８
２の先端８２ａの前方、且つ先端部８０ａの先端面５６側に配置されている先端部５４の
内周面５４ａはレンズ系形状に形成され、この内周面５４ａはレンズ系８４として照射光
を拡散させ先端面５６と斜面部５８に入射させる。
【００３８】
　このように本実施形態では、レンズ系８４から先端面５６と、レンズ系８４から斜面部
５８までは、照射光の光路として用いられる。
【００３９】
　このようなレンズ系８４は、例えば凹レンズであり、図３と図５に示すように照射光を
斜面部５８の基端５８ａ側に入射させることが好適である。言い換えると、レンズ系８４
は、拡散させた照射光を斜面部５８の少なくとも基端５８ａ側に入射させることができる
位置に配置されている。斜面部５８は、拡散して入射した照射光を図６Ａに示すように長
手中心軸方向Ｌ側に偏向させる。レンズ系８４と斜面部５８と先端面５６は、斜面部５８
と先端面５６から照射光を照射するレンズである照射レンズ系８８としての機能を有する
。
【００４０】
　上述したように、また図４に示すように挿入部８０は挿通部６０を囲むように略円環状
に配置されているため、ライトガイドファイバ８２とレンズ系８４も観察光学系６２を囲
むように略円環状に配置されることとなる。
【００４１】
　なお挿入部８０は、図３と図５に示すように先端８２ａがレンズ系８４の先端８４ａ側
にまで挿入されることを防止し、ライトガイドファイバ８２をレンズ系８４の基端８４ｂ
側（先端部８０ａ）に配置させる防止部９０を基端８４ｂ側にて有している。防止部９０
は、基端８４ｂの大きさ（例えばレンズ系８４の外径）と、この大きさよりも大きい挿入
部８０の大きさ（例えば挿入部８０外径）によって形成される段差等であり、先端８２ａ
が突き当たる突き当て部である。
【００４２】
　ライトガイドファイバ８２や、ケーブル６８や、ファイバースコープの場合の図示しな
いイメージガイドファイバの基端は、湾曲部１２と可撓管部１１と操作部３０と、ユニバ
ーサルコード３３を通じて図示しない光源装置と接続する。
【００４３】
　次に本実施形態に係る動作方法について説明する。
【００４４】
　観察光学系６２は挿通部６０を挿通し、観察窓６４が先端面５６に配置される。図５に
示すようにライトガイドファイバ８２が挿入部８０に挿入される。その際、先端８２ａは
、防止部９０によって基端８４ｂ側に配置される。これより先端部５４は、図３に示すよ
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うに挿入部８０によってライトガイドファイバ８２を保持する。
【００４５】
　内視鏡１がユニバーサルコード３３とコネクタ部３４を介して図示しない光源装置と接
続し、光源装置が照射光を出射すると、ライトガイドファイバ８２はこの照射光を先端８
２ａから照射する。先端８２ａから照射された照射光は、図６Ａに示すようにレンズ系８
４によって拡散されて、先端部５４を透過し、先端面５６側から前方に照射される。また
照射光は、図６Ａに示すように先端部５４を透過し、斜面部５８に入射し、斜面部５８に
よって長手中心軸方向Ｌ側に偏向され、長手中心軸方向Ｌ側に集光した状態で、斜面部５
８側から照射される。これにより体腔内は、照射光にて照射される。
【００４６】
　一般的に凹レンズにて照射光が拡散される場合、図７Ａに示すように先端８２ａから照
射された照射光は、先端部５４を透過し、先端面５６側から照射されるのみである。また
一般的に凹レンズにて照射光が拡散される場合、図７Ｂに示すように視野範囲の周辺部（
端部９４）における照射光量は、視野範囲の中央部９５における照射光量よりも低下して
しまう。端部９４にまで十分な光量を確保しようとすると、視野範囲外にまで照射光を拡
散させる必要が生じる。これにより視野範囲外まで照射光が不要に拡散させることになり
、照射光量のロスが増加してしまう。また視野範囲の中央部９５と端部９４では照射光量
のムラが生じてしまう。
【００４７】
　しかしながら本実施形態において、照射光は斜面部５８によって長手中心軸方向Ｌ側に
偏向されているために、図６Ｂに示す観察光学系６２の視野範囲と、視野範囲に対する照
射光量の関係において、例えば視野範囲の端部９４であっても、照射光は十分に配光され
、照射光量は視野範囲の中央部９５と略同一あり照射光量の低下を防止され、よって照射
光量のロスが防止される。また中央部９５と端部９４における照射光量のムラの発生が防
止され、中央部９５と端部９４における照射光量は略均一となる。
【００４８】
　このように本実施形態は、先端部５４を透明部材にて形成し、先端部５４にてライトガ
イドファイバ８２を保持させ、レンズ系８４を先端８２ａに設けるのではなく先端面５６
側の内周面５４ａをレンズ系形状に形成し、先端面５６の周縁に斜面部５８を形成する。
また本実施形態は、レンズ系８４に照射光を拡散させて斜面部５８に入射させ、斜面部５
８に照射光を長手中心軸方向Ｌ側に偏向させる。このように本実施形態は、レンズ系８４
と斜面部５８と先端面５６を、照射光を照射するレンズである照射レンズ系８８としてい
る。
【００４９】
　これにより本実施形態は、図６Ａと図７Ａ、及び図６Ｂと図７Ｂに示すように、例えば
視野範囲の端部９４において、照射光を十分に配光することができ、十分な照射光量を得
ることができ、照射光量のロスを防止することができる。
【００５０】
　また本実施形態は、斜面部５８によって照射光を先端硬性部１３の長手中心軸方向Ｌ側
に偏向させるために、照射光が意図せぬ方向に照射することを防止することができる。ま
た本実施形態は、視野範囲の中央部９５と端部９４における照射光量のムラを防止するこ
とができ、中央部９５と端部９４における照射光量を略均一にすることができる。
【００５１】
　また本実施形態は、レンズ系８４から斜面部５８を光路として用いることができ、照射
レンズ系８８を有しているため、つまりレンズ系８４から拡散する照射光を斜面部５８に
入射させればよいため、図６Ａに示すように先端硬性部１３を細径化することができる。
【００５２】
　また本実施形態は、照射光を斜面部５８の基端５８ａ側に入射させるほど、照射光を長
手中心軸方向Ｌ側に偏向できるため、より十分に配光でき、十分な照射光量を得ることが
でき、照射光量のロスを防止することができる。
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【００５３】
　また本実施形態は、ライトガイドファイバ８２の寸法にばらつきが合っても、防止部９
０によってライトガイドファイバ８２を常に基端８４ｂ側に配置させることができる。よ
って本実施形態は、ライトガイドファイバ８２の寸法にばらつきが合っても、照射光を十
分に配光することができ、十分な照射光量を得ることができ、照射光量のロスを防止する
ことができる。また本実施形態は、防止部９０によってライトガイドファイバ８２を先端
８４ａ側にまで挿入されることを防止することができる。よって本実施形態は、上記と同
様の効果を得ることができる。
【００５４】
　また本実施形態は、湾曲部１２に段差４３が形成されても、段差４３に応じて外皮チュ
ーブ４２の肉厚の厚みを調整し、例えば肉厚４２ａを肉厚４２ｂよりも薄くし、外皮チュ
ーブ４２に段差を形成させず、可撓管部１１や湾曲部１２や先端硬性部１３を覆う外皮チ
ューブ４２の外面４２ｃを平面としている。これにより本実施形態は、湾曲部１２に段差
４３が生じていても、段差４３に応じて外皮チューブ４２の肉厚の厚みを調整することで
、体腔内に挿入された内視鏡１を抜去し、例えば洗浄し、外皮チューブ４２を拭く際に、
外皮チューブ４２にしわが寄ることを防止することができる。
【００５５】
　なお本実施形態は、先端側の節輪４１ｃの径が基端側の節輪４１ｄの径よりも小さく、
または各節輪４１の径がそれぞれ異なって段差４３が生じていても、この段差４３に応じ
て外皮チューブ４２の肉厚の厚みを調整し、外面４２ｃを平面とすることができれば、湾
曲部１２に段差４３が生じていてもよい。また段差４３は、湾曲部１２（節輪４１ｂ）と
可撓管部１１の間、湾曲部１２（節輪４１ａ）と先端硬性部１３の間にあっても同様であ
る。
【００５６】
　なお本実施形態は、照射部をライトガイドファイバ８２に限定することはなく、例えば
ＬＥＤ等の光を照射する部材を用いれば良い。
【００５７】
　なお本実施形態において、斜面部５８は、円弧（曲面）形状を有することに限定するこ
となく、図８に示すように直線形状を有していてもよい。
【００５８】
　また挿入部８０とライトガイドファイバ８２とレンズ系８４は、略円環状に配置されて
いるがこれに限定する必要はない。例えば図９Ａに示すように挿通部６０（観察光学系６
２）の一部を囲み、レンズ系８４が照射光を拡散させて斜面部５８の一部にでも入射でき
れば、挿入部８０とライトガイドファイバ８２とレンズ系８４は、例えば略１／４円弧状
のように略円環状の一部に配置されていても良い。
【００５９】
　また図９Ｂに示すように挿入部８０とライトガイドファイバ８２とレンズ系８４は、例
えば円弧９６と、円弧９６の端部９６ａ，９６ｂを結ぶ弦９８によって形成される形状の
ように略円環状の一部に配置されていても良い。
【００６０】
　また図９Ｃに示すように複数の挿入部８０とライトガイドファイバ８２とレンズ系８４
が略円環状に配置されていても良い。なお図９Ｃにおいて、レンズ系８４が照射光を拡散
させて斜面部５８の一部にでも入射でき、略円環状の一部に配置できるのであれば、挿入
部８０とライトガイドファイバ８２とレンズ系８４の配置角度、配置個数は限定されない
。
【００６１】
　なお本実施形態における内視鏡１は、体腔内を観察するのみのものとしたが、これに限
定する必要はなく、体腔内の患部などを処置する処置具を挿通させるための挿通チャンネ
ルや、体腔内に送気送水を行うための送気送水ノズル等を有していても良い。
【００６２】
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　本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を
逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されてい
る複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態における内視鏡の概略構成図である。
【図２】図２は、第１実施形態における可撓管部と湾曲部と先端硬性部を示す概略的な図
である。
【図３】図３は、先端硬性部の概略的な縦断面図である。
【図４】図４は、先端硬性部の概略的な正面図である。
【図５】図５は、挿入チャンネルを示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、本実施形態における照射光の配光を示す概略図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本実施形態における観察光学系の視野範囲と、視野範囲に対する照
射光量の関係を示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、一般的な照射光の配光を示す概略図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、一般的な観察光学系の視野範囲と、視野範囲に対する照射光量の関
係を示す図である。
【図８】図８は、斜面部の変形例を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、挿入チャンネルとライトガイドファイバとレンズ系の配置の変形例
を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、挿入チャンネルとライトガイドファイバとレンズ系の配置の変形例
を示す図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、挿入チャンネルとライトガイドファイバとレンズ系の配置の変形例
を示す図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１…内視鏡、１０…挿入部、１１…可撓管部、１２…湾曲部、１３…先端硬性部、３０
…操作部、３１…把持部、３２…湾曲操作ノブ、３３…ユニバーサルコード、３４…コネ
クタ部、３７…各種ボタン、４２…外皮チューブ、５２…先端枠部材、５４…先端部、５
４ａ…内周面、５６…先端面、５８…斜面部、５８ａ…基端、６０…挿通部、６２…観察
光学系、６４…観察窓、６６…撮像部、６８…ケーブル、８０…挿入部、８０ａ…先端部
、８２…ライトガイドファイバ、８２ａ…先端、８４…レンズ系、８８…照射レンズ系、
９０…防止部。
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摘要(译)

解决的问题：提供一种内窥镜，该内窥镜能够获得足够的光量和良好的
光分布，防止光量损失并且尖端细。 尖端部分54由透射辐射光的透明透
明构件形成，在尖端表面56的周缘处形成有倾斜部分58，并且尖端部分
54具有大致圆形的形状以围绕插入部分60。 设置有插入部80，该插入部
80配置成环状，并且将导光纤维82插入其中。 在插入部分80的尖端处，
透镜系统84使从插入在插入部分80中的导光纤维82的尖端发射的照射光
扩散，使光在尖端54处透射并使其入射在斜面58上。 形成。 [选择图]图
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